
局 所属名称 件名 契約方法

熊本市民病院 総務課 燃料　単価契約 随意契約



【別紙】
令和元年度（2019年度）生活保護受給者等健康診査業務委託契約金額（単価契約）

単価
（税抜）

税

1件 7,843円 7,262円 581円

40歳以上74歳以下の者 1件 117円 108円 9円

75歳以上の者 1件 333円 309円 24円

眼底検査 1件 721円 668円 53円

心電図検査 1件 1,339円 1,240円 99円

貧血検査 1件 216円 200円 16円

血清クレアチニン 1件 113円 105円 8円

1件 90円 84円 7円

【消費税率が10％に変更された場合】

単価
（税抜）

税

1件 7,988円 7,262円 726円

40歳以上74歳以下の者 １件 119円 108円 11円

75歳以上の者 １件 339円 309円 30円

眼底検査 １件 735円 668円 67円

心電図検査 １件 1,364円 1,240円 124円

貧血検査 １件 220円 200円 20円

血清クレアチニン 1件 116円 105円 11円

1件 92円 84円 8円事務費（医師会が医療機関の取りまとめ事務を行う場合に限る）

事務費（医師会が医療機関の取りまとめ事務を行う場合に限る）

種別 金額（税込）
金額内訳

検診業務　委
託料

基本項目

追加項目

詳細項目

種別 金額（税込）
金額内訳

検診業務
委託料

基本項目

追加項目

詳細項目



（別紙）在宅人工呼吸器使用患者支援事業業務委託

訪問看護の費用の額
① 訪問看護ステーションが行う保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業
療法士又は言語聴覚士による訪問看護の費用の額
１回につき８，４５０円

② 訪問看護ステーションが行う准看護師による訪問看護の費用の額
１回につき７，９５０円

③ その他の医療機関が行う保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法
士又は言語聴覚士による訪問看護の費用の額
１回につき５，５５０円

④ その他の医療機関が行う准看護師による訪問看護の費用の額
１回につき５，０５０円

ただし、１日につき３回目の訪問看護を前２回と同一訪問看護ステーションで
行う場合には、特例措置として３回目に対して次の費用を当面支払うものとする。

① 保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による

訪問看護の費用の額

１回につき２，５００円

② 准看護師による訪問看護の費用の額

１回につき２，０００円


